
医療法人 社団ナラティブホーム    ものがたりデイサービスセンター・重要事項説明書（２０２６年６月１日現在） 

事業所名 ものがたりデイサービスセンター 

事業の種類 

地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（第1号通所事業 通所型現行相当サービス） 

介護保険事業所番号 No.１６９０８００２３８ 

事業所管理者名 管 理 者  川上 えりか 開設 ２０２０年 ７月 １日 

指定年月日 ２０２０年 ７月 １日 

事業所の所在地 〒 ９３９－１３７４   富山県砺波市山王町２番１２号 

事業所連絡先 TEL ０７６３－５５－６２２４ FAX ０７６３－５５－６２２６ 

営業日 月曜日～金曜日 

営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分  

サービス提供時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

休業日 １２月３０日～１月３日 

サービス実施地域 砺波市 小矢部市 南砺市 

1日の定員 １８名 

事業の目的及び 

運営方針 

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことを目的とし、利用者の社会的孤立感の

解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。 

職員体制 

① 管理者（兼務）         １名 

② 生活相談員（兼務）      １名以上 

③ 介護職員            ２名以上（内、提供時間帯を通して専従１名以上確保） 

④ 看護職員            １名以上（ものがたり訪問看護ステーションと連携） 

⑤ 機能訓練指導員（看護師） １名以上 

サービス内容 

① 日常生活動作の程度によって、身体の介護に関する必要な支援及びサービスを提供します。 

② 家庭における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供します。 

③ 食事を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供します。 

④ 利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送るために必要な支援及びサービスを提

供します。 

⑤ 送迎を必要とする利用者に対して、必要な支援及びサービスを提供します。 

（送迎時に実地した居宅内介助等は、通所介護の所要時間（30分以内）に含めます） 

利用料金 

介護保険の通所介護サービスの対象となる料金 

介護保険の給付対象外の料金 

※別紙、料金表参照 
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利用の中止 

変更および追加 

① ご利用予定日の前に、ご利用者の都合により、サービス利用を中止または変更、もしくは新たな

サービスの利用を追加することができます。ただし、定員や事業者の労働状況により希望する日

にサービスの提供ができない場合もありますので、その場合には他の利用可能日を提示し協議

することとします。 

② ご利用者の都合により３ヶ月以上のご利用がなかった場合自動的にサービスを終了いたします。 

金銭、貴重品の管理 サービス提供中、金銭および貴重品の管理は、ご自身の責任で行って下さい。 

支払方法 

月ごとの精算とし、翌月 27 日に指定の口座より自動引き落としする方法又は銀行振り込み又は現

金で翌月末日までにお支払いただく方法を契約の際に選択して下さい。なお残高不足の場合は、事

務所より連絡しますので現金を持参していただくか、又は銀行振込みでお願いいたします。 

サービス提供の 

記録について 

記録の閲覧を希望された場合に、利用者個人のサービス提供記録を閲覧することができます。 

計画書その他の記録を作成完了後５年間は保管し、契約者の求めに応じて閲覧に供し、また実費

負担によりその写しを交付します。 

サービス利用に 

あたっての留意事項 

① ご利用の際に体調に変化が見られた場合には、必要に応じて速やかに家族や主治医に連絡を

するなど、必要な措置を行います。 

② 感染症が流行すると予想されるときは、利用者への感染防止のために、ご利用を制限させてい

ただくことがあります。その時は、事前に事業所よりご連絡いたします。 

③ 以下の禁止事項を故意に繰り返し行う場合はサービスの中止をお願いする場合があります。 

１） 故意による不潔行為および他のご利用者様への迷惑・危険行為 

２） 宗教活動および政治活動 

④ 身元引受人をご変更される場合はご相談ください。 

緊急時・事故の対応 
 サービスの実施中に利用者の病状に急変が生じた場合、その他突発的な事故等必要な場合に

は、速やかに主治医、家族および各関係機関へ連絡するなど必要な措置を行います。 

非常災害対策 
 具体的な計画を作成し、責任者を定めておくとともに、非常災害に備えて定期的に避難、救出訓練

を行います。また、訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

高齢者虐待の対応 

身体拘束の廃止 

当事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための対策を検討する委員会を定期的に開

催し、その結果について周知徹底を図ります。また、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じ

ます。虐待と思われる場合には、円滑かつ迅速に介護支援専門員や地域包括支援センター、市町

村等に連絡・相談を行うとともに必要な措置を行います。 

虐待防止や身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。 

当時業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を 

除き、身体的拘束等を行いません。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の

上利用者又は家族等に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録致します。 

虐待防止、身体拘束等の適正化に関する責任者：管理者 川上えりか 

業務継続に向けた 

取り組みの強化 

当事業所は、感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を

策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

衛生管理等 

当事業所は、感染症等が発生し、又はまん延しないように、職員等の清潔の保持及び健康状態につ

いて、必要な管理を行います。 

事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。 

事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 
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従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

ハラスメント 

当事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラ

スメントの防止に向け取り組みます。 

事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超え

る下記の行為は組織として許容しません。 

身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為、個人の尊厳や人格を言葉や態

度によって傷つけたりおとしめたりする行為、意に沿わない性的言動好意的態度の要求等性的ない

やがらせ行為は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時

案件が発生しない為の再発防止策を検討します。 

職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に

話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 

ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要

な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

運営推進会議の 

設置 

当事業所では、地域密着型通所介護の提供にあたり、サービスの提供状況について定期的に報

告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下記のとおり運営推進会議

を実施します。 

運営推進会議 

構成  ：利用者代表、利用者家族代表、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援センタ 

ー職員、地域密着型通所介護について知見を有する者など 

開催 ：６ヶ月に１度 

会議録 ：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します 

第三者評価の 

実施状況 

実施なし 

 

個人情報の 

取扱いについて 

法人が保有する利用者等の個人情報に関し、適性かつ適切な取扱に努力するとともに、広く社会

から信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係

法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ります。 

苦情等相談受付 

 

本事業所におけるサービスのご利用に係る苦情・要望の受付窓口は次の通りです。 

受付窓口・担当者 ： ものがたりデイサービスセンター  川上 えりか 

法人受付担当者  ： 理事長 佐藤 伸彦  

受付方法       ： 来所、電話、ﾌｧｯｸｽ、書面（郵便）等、どのような方法でも対応します。 

受付連絡先      ： 電話０７６３－５５－６２２４  ﾌｧクシミリ０７６３－５５－６２２６ 

【苦情処理・手順】 

① 利用者および家族から苦情・相談を受け付け、その内容を確認した上で、その段階で解決できる

と判断される場合は、その場で解決します。 

② 窓口担当者で解決が困難な場合は、判断を保留し、責任者と協議し解決します。 

③ 当該事業所内で解決が困難な場合には、予め事業者が選任した第三者の立ち会いのもと、当該

利用者との話し合いを行い解決します。 

④ 当該苦情処理に異議のある時は、介護保険法令に従い市町村及国民健康保険団体連合等の

苦情申し立て機関に申し立てすることができる旨を伝え、速やかに当事行政機関に伝え、その指

示を仰ぐものとします。 

【その他の苦情受け付け機関】 

◎ 砺波市役所高齢介護課  〒939-1398 砺波市栄町7番3号               

   月曜日～金曜日  ８：３０～１７：００  電話番号：0763－ 33－1111   ﾌｧｸｼﾐﾘ:0763－ 33－ 7622 
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苦情等相談受付 

◎  砺波地方介護保険組合  〒939-1392 砺波市栄町7番3号               

   月曜日～金曜日  ８：３０～１７：００  電話番号：0763－ 34－ 8333  ﾌｧｸｼﾐﾘ:0763－ 34－ 8334 

◎  南砺市地域包括ケア課      〒932-0293 南砺市井波北川166-1番地               

   月曜日～金曜日  ８：３０～１７：００  電話番号：0763－ 23－ 2009  ﾌｧｸｼﾐﾘ:0763－ 82－ 4657 

◎ 小矢部市健康福祉課    〒932-0821 小矢部市鷲島15番地               

   月曜日～金曜日  ８：３０～１７：００  電話番号：0766－ 67－ 8605  ﾌｧｸｼﾐﾘ:0766－ 67－ 8602 

◎ 富山県国民健康保険団体連合会  〒930-0871 富山市下野豆田９９５番３ 

   月曜日～金曜日  ８：３０～１７:００   電話番号：076－ 431－ 9833  ﾌｧｸｼﾐﾘ:076－ 431－ 9834 

◎ 富山県福祉サービス運営適正化委員会  〒930-0094富山市安住町５番２１号 

   月曜日～金曜日   ９：００～１６:００   電話番号：076－ 432－ 3280  ﾌｧｸｼﾐﾘ:076－ 432－ 5432 

支援事業者 

（事業本部）の概要 

  名 称    医療法人 社団 ナラティブホーム  

  代表者   理事長  佐藤 伸彦 

  所在地   住 所  砺波市太田１３８２番地 

  連絡先   電 話  (0763)55－ 6100       ファクシミリ  (0763)34－ 0101 

 

サービス利用申込書 

 

■サービスの開始にあたり、重要事項説明書に基づき、利用者に対して重要な事項を説明しました。 

＜事業者＞ 

所在地        富山県砺波市太田１３８２番地 

事業者名       医療法人社団ナラティブホーム 

代表者           佐藤伸彦 

事業所番号     １６９０８００２３８ （ものがたりデイサービスセンター） 

＜説明者＞ 

氏  名     川上 えりか                 印    

 

■私は、重要事項説明書に基づき、事業者から地域密着型通所介護サービスについて説明を受け、サービ

スの利用を申し込みます。 

 

 年    月    日 

＜利用者＞ 

住  所                                  

 

氏  名                               印  

＜代理人＞ 

住  所                                 

 

氏  名                   続柄(     ) 印 


